


別紙 ６ 

１社随意契約する理由 

 

工  事  名   
荒島浄水場 送水ポンプ３号機修繕工事 
 

１社随意契約する理由 村上市財務規則第１３３条第３項第５号の規定による（緊

急性） 
 
当該工事は、令和７年６月１７日の点検時に不具合が見つ

かり現在運転を停止している送水ポンプ３号機のポンプ部

修繕工事で、早期復旧が必要となったため、整備工場に搬

入し分解整備及び部品交換を行うものです。 
本契約を予定している業者は、荒島浄水場の保守点検等

の業務委託を契約しており、施設内部機器や現地調整等を

把握しているため、当該業者と随意契約するものです。 
 
 

 
随意契約の相手方 
 
 

 
村上市塩町１２番１４号 
 旭電工 株式会社  
  代表取締役社長 齋藤 源 
 

 




